
連合北海道札幌地区連合会／さっぽろ労働相談センター 

札幌圏雇用センサス  ２０１３年５月の相談状況 

「アベノミクスの効果なし、違法率は高止まり」 
 

１．労働相談の概況 
（１）相談件数について   

資料－１ 「２０１３年５月 月別労働相談処理状況」 

資料－２ 「２０１３年５月 相談者数（雇用形態・男女別、業種別）処理内容」 

資料－３ 「２０１３年 雇用形態別 相談者数・相談件数 月別集計」 

 

   相談者数は５７人、相談件数は１０３件、一人当相談件数は１．８１件となりました。 

   対前月比は－１３人・－１６件となり、一人当相談件数は＋０．１１Ｐとなっています。 

 

【相談者数・相談件数・一人当相談件数の比較】 

 相談者（人） 相談件数（件） 一人当相談件数（件） 

２０１３年 ５月 ５７ １０３ １．８１ 

２０１２年 ５月 ５９ ９０ １．５３ 

２０１３年 ４月 ７０ １１９ １．７０ 

 

（２）雇用形態別相談者数及び件数について 

    資料－３ 「２０１３年 雇用形態別 相談者数・相談件数 月別集計」 

 

   相談者数５７人の内訳は、社員２１人、期限付雇用契約者（契約・パート・臨時・嘱託・季

節・派遣）３０人、不明６人となっており、男女比では男性２９人・女性２８人となっていま

す。 

   相談件数１０３件の内訳は、社員３９件、期限付雇用契約者（契約・パート・臨時・嘱託・

季節・派遣）５５件、不明９件となっており、男女比では男性５０件・女性５３件となってい

ます。 

 

【雇用形態別 相談者数（人）】 

 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 

男 １４ ５ ０ ６ ０ １ ０ ３ ２９

女 ７ ３ １２ １ ０ ０ ２ ３ ２８

計 ２１ ８ １２ ７ ０ １ ２ ６ ５７

 

【雇用形態別 相談件数（件）】 

 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 

男 ２４ ８ ０ １３ ０ １ ０ ４ ５０

女 １５ ７ １９ １ ０ ０ ６ ５ ５３

計 ３９ １５ １９ １４ ０ １ ６ ９ １０３

 

   相談者数を男女比でみた場合ほぼ同数であり、雇用形態別にみると男性は社員に、女性はパ

ートに相談者が集中しています。また相談件数をみると男性社員と女性パートの件数が特化し

ています。 



（３）業種別相談状況について 

    資料－４ 「２０１３年 業種別 相談者数・相談件数 月別集計」 

 

   業種別相談状況による相談者数と相談件数の分布は次のとおりです。 

 

「卸・小売業・飲食店」     １４人  相談件数２６件 

「医療福祉・医薬品業」     １０人     同１６件 

「その他サービス業」       ５人     同１１件 

「製造業」            ５人     同１０件 

「建設・設計・重機業」      ４人     同 ６件 

「通信・報道・ＩＴ業」      ３人     同 ３件 

「労働者派遣業」         ２人     同 ６件 

「陸運・倉庫業」         ２人     同 ４件 

「ビル管理業」          ２人     同 ４件 

「公務・公共サービス」      ２人     同 ４件 

「食品加工業」          １人     同 ４件 

「金融保険・不動産業」      １人     同 ２件 

「エネルギー・水道業」      １人     同 １件 

「商品斡旋・リース業」      １人     同 １件 

「分類不能」           ４人     同 ５件 

 

   相談者数は、「卸・小売業・飲食店」「医療福祉・医薬品業」を中心に相談者が集中していま

す。 

   相談件数は、「卸・小売業・飲食店」が多く、「医療福祉・医薬品業」「その他サービス業」「製

造業」と続いています。 

 

（４）相談内容について 

    資料－５ 「２０１３年 主要相談項目別 相談者数 月別集計」 

    資料－６ 「２０１３年 相談項目別 相談件数 月別集計」 

    資料－７ 「２０１３年５月 相談件数（雇用形態・相談項目別）」 

 

   賃金関係の相談は、圧倒的多くが「不払い残業・割増賃金」となっています。労働契約関係

では、「就業規則・雇用契約」が主となっています。 

 

① 相談項目別の相談者数と相談件数の分布は次のとおりです。 

    労働組合関係           ２人     ４件 

労働契約関係           ８人    ２０件 

賃金関係            １５人    ２２件 

労働時間関係          １０人    １３件 

雇用関係             ８人    １０件 

退職関係             ４人     ５件 

保険・税関係           １人     ５件 

安全衛生             ３人     ８件 

差別など             ４人     ９件 

経営問題・労務管理        ２人     ７件 

 

 



 

  ② 相談内容と雇用形態の内容を検証すると次のとおり分布されます。 

 

 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

組合 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

契約 7 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 12 8

賃金 5 1 2 1 0 4 4 1 0 0 1 0 0 0 1 2 13 9

時間 1 3 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 9

雇用 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 6

退職 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2

保険 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3

安全 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 6

差別 2 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 4

経営 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5

 計 24 15 8 7 0 19 13 1 0 0 1 0 0 6 4 5 50 53

 

   「社員」の抱える相談項目が３９件と相談件数全体の３７．９％を占めています。 

   「期限付雇用契約者（契約・パート・臨時・嘱託・季節・派遣）」は５５件で相談件数全体

の５３．４％を占めています。 

「社員」は男性の割合が高くなり、「パート」は女性の割合が高くなっています。 

 

（５）違法件数について 

    資料－８ 「２０１３年 相談項目別 違法件数 月別集計」 

    資料－９ 「２０１３年 相談項目別 違法率 月別集計」 

 

    ５７人から寄せられた１０３件の相談中、違法と判断される項目は５８件となっています。 

    ５６．３％が違法という状況です。５８件の主な内訳は次のとおりです。 

 

【項目別違法件数の分布】 

項  目 違法件数 違法率 全相談件数 

労動組合関係 ０件 ０．０％ ４件 

労動契約関係 １４件 ７０．０％ ２０件 

賃金関係 １６件 ７２．７％ ２２件 

労動時間関係 ６件 ４６．２％ １３件 

雇用関係 ６件 ６０．０％ １０件 

退職関係  ０件 ０．０％ ５件 

保険・税 ３件 ６０．０％ ５件 

安全衛生 ５件 ６２．５％ ８件 

差別 ４件 ４４．４％ ９件 

経営問題・労務管理 ４件  ５７．１％ ７件 

総 数 ５８件 ５６．３％ １０３件 

※「全相談件数の総計件」はこの表の合計ではなく相談件数の総計です。 



 

２．雇用情勢について 

 

   ５月の相談状況は、相談者数は対前年を下回り、相談件数は対前年を上回りました。一人当

たりの相談件数は１．８１件となっており、対前年・対前月とも上回っています。 

   相談は「労働契約関係（就業規則・雇用契約）」「賃金関係（不払い残業・割増賃金）」「労働

時間関係（年次有給休暇）」に集中しました。男女比では男性は社員に、女性は期限付雇用契

約者（契約・パート）に相談者が集中しています。 

 違法率は５６．３％で、アベノミクスの効果もなく、３か月連続で高い数値となっています。

その内訳では賃金関係・労働契約関係の項目で違法率が高く、一方的な賃下げや賃金未払いが

発生しています。 

こうした背景には、使用者の法令違反とずさんな労務管理により、弱肉強食の労働者選別が

行われ、一方的通告・攻撃的対応による被害相談が増加し、不況を理由に労働者が我慢を強い

られ、限界を超えて相談する事例が目立ちます。 

 解決への道は、働く仲間が集まって労働組合をつくり、誰もが働きやすい職場環境をつくる

こと、そして風通しの良い健全な労使関係を再構築することです。 

 

 


